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社会福祉法人 春日市社会福祉協議会  

職員給与規程施行細則  

 

平成 ６年 ４月 1 日制定  

平成 ９年１２月２５日一部改正  

平成１１年 ２月２６日一部改正  

平成１４年１２月２５日一部改正  

平成２６年１１月１９日一部改正  

平成２８年１２月２２日一部改正  

 

 （目的）  

第１条 この細則は、社会福祉法人春日市社会福祉協議会職員給与規程（以下「給与規程」とい

う｡ )の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。  

 （給料の支給）  

第２条 給与規程第８条第１項又は第２項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日

から支給するとき以外のとき、又は月の月末まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、

その期間の現日数から、社会福祉法人春日市社会福祉協議会職員就業規則（以下「就業規則」

という｡）第 22 条に規定する休日を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。  

 （昇給の基準）  

第３条 給与規程第６条第２項に規定する良好な成績とは、次の各号に掲げる事項に該当する職

員以外の職員とする。  

 (1) 現に受けている給料月額を受けるに至った時から次期昇給の予定の時期までの間に年次休

暇、業務上の負傷又は疾病による休暇及び特別休暇以外の事由により昇給期間の６分の１（就

業規則第 22 条に規定する休日を除いた現日数の６分の１の日数）以上の日数を勤務しなか

った職員  

 (2) 現に受けている給料月額を受けるに至った時から次期昇給の予定の時期までの間に停職、

減給、又は戒告の処分を受けた職員  

 （管理職手当の支給）  

第４条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。  

２ 職員が給与期間（給与規程第７条第１項に規定する期間をいう。以下同じ｡）の全日数にわた

って次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給しない。  

(1)  研修中の場合  

(2)  勤務しなかった場合（業務上の負傷又は疾病により勤務しないことにつき特に承認  

  のあった場合を除く｡ ) 

 （超過勤務手当の支給）  

第５条 超過勤務手当は、１の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。  

第６条 正規の勤務時間を超えて勤務（休日勤務を含む｡）を命ぜられた職員は、正規の勤務時間

を超えて勤務した全時間について、振替休日として処理することができる。  

 前条に規定する支給額は、前項の勤務により給与規程第 19条の規定を適用した調整後の額とす
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る。  

 （扶養手当の認定及び支給）  

第７条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事

実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を扶養親族届により届け出なければな

らない。  

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合  

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合（扶養親族たる子又は給与規程第 10

条第 2 項第 3 号若しくは第 5 号に該当する扶養親族が、満 22 歳に達した日以後の最初の３月

31 日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。）  

２ 前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与規程第 10条第２項に定める要

件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。  

３ 次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。  

 (1) 民間事業所その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者  

 (2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額  130万円程度以上である者  

 (3) 重度心身障害者の場合は前２号によるほか、終身労務に服することができない程度でない

者  

４ 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に

限り、その者の扶養親族として認定することができる。  

５ 前３項の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る書類

の提出を求めることができる。  

６ 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員と

なった日、職員に扶養親族で第 1 項の規定による届け出に係るものがない場合においてその職

員に第１項第１号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月（これら

の日が月の初日であるときは、その日の属する月）から開始し、職員が離職し、又は死亡した

場合においては離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族のすべてが扶

養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月（これらの日が

月の初日であるときはその日の属する月の前月）をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開

始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から 15日を経過した後に

されたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときはその

日の属する月）から行うものとする。  

７ 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた

日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときはその日の属する月）からその支給額を改

定する。前項ただし書きの規定は、第 1 号に掲げる事実が生じた場合における扶養親族の支給

額の改定について準用する。  

 (1) 扶養手当を受けていた職員に更に第 1 項第 1 号に掲げる事実が生じた場合  

 (2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第 1 項の規定による届出に係るものの一部が扶養

親族たる要件を欠くに至った場合  

 (3) 職員の扶養親族たる子で第 1 項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でな

かった者が特定期間にある子となった場合  
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（通勤手当の認定）  

第８条 職員は、新たに給与規程第 13条第１項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通

勤届により、その通勤の実情を速やかに届け出なければならない。同条同項の職員が次号に該

当する場合についても同様とする。  

 (1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更が

あった場合  

２ 職員は、前項第１号に掲げる変更により給与規程第 13条第１項の職員でなくなった場合には、

前項の例により届け出なければならない。  

３ 職員から前２項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券

等の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与規程第 13条第１項の職員たる要件を具

備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。  

 （運賃相当額の算出の基準）  

第９条 給与規程第 13条第２項に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の実情に照

らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるも

のとする。  

２ 前項の通勤の経路、又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞ

れの通勤方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深

夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。  

３ 運賃相当額は、次の各号による額の総額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数

を切り捨てた額）とする。  

 (1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる通用期間

１箇月の定期券の額  

 (2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤

21回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの  

 (3) 前項ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前 2 号による額と

の均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額  

 （通勤手当の支給）  

第 10条 通勤手当の支給の始期及び終期については扶養手当の支給の例による。  

２ 給与規程第 13条第１項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の１日から末日まで

の全期間の前日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給するこ

とができない。  

 （住居手当における適用除外職員）  

第 11条 給与規程第 12条第１項第１号に定める職員は、次号に掲げる職員以外の職員とする。  

 (1) 配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。  

  以下同じ｡ )、父母又は配偶者の父母が所有し、又は借り受けている住宅及び次条第２号に掲

げる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員  

 （職員の所有に係る住宅に準ずる住宅）  

第 12条 給与規程第 12条第１項第２号の細則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。  

 (1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅  
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 (2) 職員の扶養親族たる者（給与規程第 10条に規程する扶養親族で届出がなされている者に限

る。以下同じ｡ )が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅  

 (3) 世帯主である職員と同居している配偶者（職員である者に限る。以下「同居配偶者」とい

う｡ )が所有する住宅又はその者が第１号による契約により購入した住宅  

 (4) 同居配偶者の扶養親族たる者に係る前号に定める住宅  

 （世帯主）  

第 13条 給与規程第 12条第１項第２号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計

を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又

は１親等の血族若しくは姻族である者（以下「配偶者等」という｡）とが供有している住宅に当

該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構

成しているものとする。  

 （住居手当の認定）  

第 14条 新たに給与規程第 12条第１項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具

備していることを証明する書類を添付して、住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係

等を速やかに届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、

住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。  

２ 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届

出後速やかに提出することをもって足りるものとする。  

３ 職員から第１項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が

給与規程第 12条第１項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額

を決定し、又は改定しなければならない。  

 （家賃の算定の基準）  

第 15条 前条第１項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合におい

て、家賃の額が明確でないときは、次の各号に定める基準に従い算出した額を家賃の額に相当

する額とする。  

 (1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合その支払額の 100 分の 40に相当する額  

 (2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道料金が含まれている場合その支払額の 100 分の

90に相当する額  

 （住居手当の支給）  

第 16条 住居手当の支給の始期及び終期については扶養手当の支給の例による。  

 （期末手当の支給を受ける職員）  

第 17条 給与規程第 16条第１項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定す

るそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。  

(1)  無給休職者  

(2)  停職者  

(3)  育児休業者  

２ 基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員について、その退職し、又は死亡した日に

おいて前項各号の一に該当する職員であった者には、期末手当を支給しない。  

 （期末手当に係る在職期間）  



9-5 

 

第 18条 給与規程第 16条第２項に規定する在職期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職

した期間とする。  

２ 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。  

(1)  停職とされていた全期間  

(2)  育児休業期間の２分の１の期間  

(3)  休職（公傷休暇の期間を除く｡）とされていた期間の２分の１の期間  

 （勤勉手当の支給を受ける職員）  

第 19条 給与規程第 17条第１項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定す

るそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。  

 (1) 休職者（公傷休暇とされている者を除く。）  

 (2) 停職者  

 (3) 育児休業者  

２ 基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員について、その退職し、又は死亡した日に

おいて前項各号の一に該当する職員であった者には、勤勉手当を支給しない。  

 （勤勉手当に係る勤務期間）  

第 20条 給与規程第 17条第２項に規定する勤務期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職

した期間とする。  

２ 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。  

(1)  停職とされていた期間  

(2)  育児休業期間  

(3)  休職（公傷休暇の期間を除く。） とされていた期間  

(4)  給与規程第 19条により給与を減額された期間（第６条に規定する振替に係る減額期間を除

く｡ )  

 (5) 負傷又は疾病（業務上の負傷又は疾病を除く。） により勤務しなかった期間から就業規則

第 22条に規定する休日を除いた日が 30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間  

 (6) 社会福祉法人春日市社会福祉協議会職員の育児休業等に関する規則第９条の規定による部

分休業の承認を受けて１日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が 90日を超える場合

には、その勤務しなかった期間  

 (7) 基準日以前６箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわ

らず、その全期間  

 （期末手当及び勤勉手当の支給日）  

第 21条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それ

ぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に

定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。 

 

   基  準  日     支  給  日  

   ６月 １日  

  １２月 １日  

   ６月１５日  

  １２月１０日  
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 附  則  

 （施行期日）  

１ この細則は、平成 ５年 ４月 １日から施行する。  

 （旧細則の廃止）  

２ 職員給与細則は、廃止する。  

   

 附  則  

 （施行期日）  

１ この細則は、平成 ６年 ４月 １日から施行する。  

   附  則  

 （施行期日）  

１ この細則は、平成 ９年１２月２５日から施行する。  

   附  則  

 （施行期日）  

１ この細則は、平成１１年 ２月２６日から施行する。  

   附  則  

 （施行期日）  

１ この細則は、平成１５年 ４月 １日から施行する。  

   附  則  

 （施行期日）  

１ この細則は、平成２６年１１月１９日から施行する。  

 


